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北海道における知的財産活動

　北海道というと、「魅力度」「地域ブランド」「住みたい街」などのランキングで常に上位とな
っており、１位となっているものも多く、地域自体が高いブランド力を有している地域と評価さ
れています。
　北海道の魅力として捉えられているものは、雄大な自然、自然の中で楽しむアクティビティ、
豊富かつ美味しい食、冬の雪景色を含む美しい四季の表情、温かい人々などであると思います。
　また、北海道の産業については、全国に対する北海道の比率は、人口4.3％、就業者数4.2％で
あるのに対し、第１次産業の比率は12.9％と人口比よりも大幅に高く、第３次産業は4.0％と人口
比並み、他方、第２次産業は2.6％と人口比よりも大きく下回っています３。北海道では、北海道
の魅力を支えている産業が中心産業であることが、このデータにも表れています。
　そして、近年は、日本国内の他地域の方にとどまらず、海外特にアジアから北海道に魅せられ
た方が多数来訪されるようになりました。実際、公共交通機関内や、街中で、場所を聞かれるこ
とが珍しくなくなっています。
　このような魅力あふれる北海道において、知的財産実務に携わる者として、地域での知的財産
活動について紹介致します。
　以下では、第１で北海道における知的財産活動の現状と課題を整理し、第２では北海道のブラ
ンド力という観点から、北海道の地域団体商標についてとりまとめました。また、上述したとお
り、北海道では海外からの観光客が急増しておりますが、インバウンドを推進してきた「札幌コ
ンテンツ特区」の取り組みについて、担当者である角谷俊太郎氏から寄せて頂いた原稿を紹介致
します。

第１　北海道における知的財産活動の現状と課題

１　はじめに
　2015年12月９日水曜日、札幌で「弁護士知財ネット10周年記念シンポジウム　北海道の知財
戦略の将来を考える─知的財産基本法成立後の歩みと今後の取り組み─」を開催致しました。
　第１部「知財立国10年を語る」では小松陽一郎弁護士（大阪）、伊原友己弁護士（京都）より、
知財立国に至る経緯、この10年の動向、知財推進計画2015等についてご講演頂きました。

弁護士・弁理士　安藤　誠悟１

　弁護士　平澤　卓人２

１　札幌弁護士会　アンビシャス総合法律事務所　日弁連知財センター委員、弁護士知財ネット理事
２　札幌弁護士会　さっぽろ法律事務所　弁護士知財ネット理事
３　出典　経済産業省北海道経済産業局「目で見る北海道産業（平成25年度版）」
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北海道における知的財産活動

　第２部「北海道の知的財産権の現在と将来を語る」では、北海道経済産業局特許室の室井誠
室長、佐川慎悟弁理士（北海道）、田中雅敏弁護士（福岡）をパネリストに迎え、安藤がコー
ディネーターを務め、パネルディスカッションを行いました。北海道で知的財産実務に携わっ
ている室井室長、佐川弁理士及び安藤に加え、北海道と同じく地方大都市で、かつ、中央から
離れた地で知的財産実務に積極的に取り組んで来られた田中弁護士にご参加頂いたことで、北
海道と九州の比較ができました。
　本稿では、北海道の知的財産権活動をご紹介する目的で、第２部の概要をご報告致します。

２　パネルディスカッション「北海道の知的財産権の現在と将来を語る」概要
　⑴　過去10年間の北海道の産業財産権出願・登録状況

　北海道の過去10年間の産業財産権の出願・登録状況は表１・表２のとおりとなっていま
す。なお、この表は、特許庁行政年次報告書に掲載されている数値をまとめたものです。同
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報告書では、共同出願案件については、筆頭出願人の住所に基づいて統計されているので、
道内の出願人が含まれている場合でも、数値に含まれていないものもありますが、一定の傾
向を示す資料とはなります。
　この表から、北海道の出願・登録について、次の状況が明らかになっています。
　①　特許の出願件数は大幅に減少し、半減となっている。
　②　特許の登録件数は横ばいで推移。
　③　商標の出願件数も年々減少しており、10年で３分の２程度となっている。
　④　商標の登録件数は横ばいで推移。

表 1　出願状況
 




